
津別町では、介護保険事業計画を３年ごとに策定しています。第７期（平成３０年度から平成３２年度）の３年間、

介護保険が健全に運営できるよう介護保険料の改定を行ないます。

基準額̦額ĵĭĵĵ0Ȫ年額Ķ3ĭĳ00ȫになͤます ※100円未満切捨て

第７期（平成３０年度から平成３２年度）の基準額が月額4,440円に改定となります。第６期（平成２７年度から

平成２９年度）の月額3,800円と比較すると、月額６４０円の増額となります。

基準額の決め方：介護サービスの総給付費×６５歳以上の方の負担分２３％÷６５歳以上の方の人数＝基準額

この基準額を基に、世帯の所得によって保険料が決まります。第７期の保険料は次のとおりです。

みなさんに水道水を安全に飲んでい

ただくため、水道法に基づく水質検査

を毎月行っています。

その検査項目や検査頻度を記載した

「水質検査計画」の閲覧を下記により

行っています。閲覧はいつでもできま

すのでご覧ください。

《閲覧場所》

建設課（２階渦番窓口）

※町のホームページもご覧ください。

http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp

問い合わせ先

建設課水道グループ

緯76－2151（内線253）

水質検査計画の公表について
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詳細 自衛隊帯広地方協力本部北見地域事務所 緯0157－23－6826
募集コールセンター（受付時間：12時～20時）

フリーダイヤル 錆0120－063－792
ナビダイヤル 緯0570－045－818（携帯電話）

《平成 30年度自衛官等募集》
試験期日(1次)受付期間応 募 資 格募集種目

4月14日（土）
～18日（水）
の内1日
帯広・美幌・
釧路

～

4月6日
（金）

18歳以上34歳未満一般

予備

自衛官補

18歳以上で国家免
許資格等を有する
者（資格により53
歳～55歳未満）

技能

5月12日（土）
・13日（日）
帯広・美幌・
釧路

3月1日
（木）

～

5月1日
（火）

22歳以上26歳未満
（20歳以上22歳未満
は大卒〔見込含〕、修
士課程修了者等〔見
込含〕は28歳未満）

一般

幹部

候補生

5月12日（土）
帯広

専門の大卒〔見込含〕
20歳以上30歳未満
（薬剤は20歳以上
28歳未満）

歯科

薬剤師

インターネットを利用した定例会の録画

配信を行っています。

定例会の模様は会議終了後、１週間前後で

配信する予定です。

町のホームページにアクセスしてご覧く

ださい。

＜津別町ホームページ＞

http://www.town.tsubetsu.

hokkaido.jp/

※トップページ左側のボタン

議会インターネット中継 をクリック

問い合わせ先

議会事務局 緯76－２１５１（内線２66）

議会の録画配信を
行っています

問い合わせ先 保健福祉課 介護福祉グループ 介護保険担当閏番窓口 緯76－2151（内線230）

介護保険料の上昇を抑えるために！
２０２５年には、団塊世代の方が７５歳を迎え、高齢者人口のピークを迎えると全国的に言われ

ていますが、高齢者人口だけでみますと津別町はすでにピークを迎えています。今後は、介

護状態になりやすい７５歳以上の割合が高くなっていくことが予測されています。介護サービ

ス費が増加すると、介護保険料が上昇していく一方です。介護保険料の上昇を抑えるために、

臼一人でも多くの方が介護予防に取り組んでいただく必要があります。

渦介護予防は健康であること。

嘘適度な軽運動とバランスの良い食事を取りましょう（町内で実施されている運動教室もあります）。日々のお散歩

やお友達との集まりも立派な介護予防です。ぜひ、みなさんで取り組んでいきましょう！

《保険料上昇の主な理由》
陰 高齢化に伴う介護サービス利用（人数・回数等）の増加＝介護給付費の増加

隠 臼の給付費のうち第１号被保険者が負担する割合が増加（高齢者人口の増加に伴い２２％から２３％に改定）

※第７期の介護保険料の設定においては、保険料の上昇を少しでも抑制するため、介護給付費準備基金を取り崩し、

基準額を月額４３０円引き下げました（第６期の引き下げ額は４２９円でした）。

旧保険料
新保険料
（年額）

保険料の調整率対象となる方所得段階

22,800円

↓

20,500円

26,600円

↓

23,900円

基準額×0.50

↓負担軽減適用

基準額×0.45

生活保護、中国残留邦人等支援給付の受給者、または、世帯全員が市町村

民税非課税で、本人が老齢福祉年金を受給している方

第１段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等の収入額と合計所得

金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の

合計が80万円以下の方

28,500円34,600円基準額×0.65

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等の収入額と合計所得

金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の

合計が80万円を超えて120万円以下の方

第２段階

34,200円39,900円基準額×0.75世帯全員が市町村民税非課税で第1段階、第2段階に該当しない方第３段階

41,000円47,900円基準額×0.90

本人が市町村民税非課税で、本人の公的年金等の収入額と合計所得金額

から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計

が80万円以下の方

第４段階

ĵĶĭķ00円ĶĴĭĳ00円ܖ額ུ૽̦ঌఆྦྷ୕́୕هȂలĵ段階ͅڂ൚̱な̞方లˑ段階

54,700円63,900円基準額×1.20本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方第６段階

59,200円69,200円基準額×1.30本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の方第７段階

68,400円79,900円基準額×1.50本人が市町村民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方第８段階

77,500円90,500円基準額×1.70本人が市町村民税課税で、合計所得金額が300万円以上の方第９段階


